









	
	
		ページの先頭です。
		メニューを飛ばして本文へ

		
		
			メニュー操作補助・検索


	

	
	
		操作補助・検索

		
			JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。


			
				本文へ
	読み上げ・ふりがな
	
					Language
					
							English
	中文（漢語）
	中文（汉语）
	한국어
	español
	português
	Tiềng Viềt
	Automatic Translation


						とじる
					

				
	
					
						文字サイズ
	拡大
	標準


					
					
						背景色
	白
	黒
	青


					
				


			
		

		
			
			
				サイト内
検索

				
					
					
						Googleカスタム検索
					

					
					
				

				
					詳細検索
				

			

			
		

	

	


			

	メニュー

	
			防災情報
	観光情報
	事業者・
就業者の方向け
	目的からさがす
	組織からさがす
	分類からさがす


	




		

		

		
		
			
			
				現在地
				ホーム
				 > 
				組織からさがす
				 > 
				建築指導課
				 > 
				指定構造計算適合性判定機関一覧等
			

			
			
			
		

		

		

		

			
			
				
					

					本文


					
						指定構造計算適合性判定機関一覧等

					


					
						ページID：0493165
						掲載日：2023年12月1日更新
						印刷ページ表示
					


					
					
					

					
					

						
						指定構造計算適合性判定機関一覧　(2023年4月3日時点)



建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の2第1項の規定に基づき、愛知県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関は、以下のとおりです。


 	
委任日

	委任番号	名称	判定の業務を行う事務所の所在地	判定の業務範囲	指定者
	令和5年4月1日	愛知県知事委任第1号	(一財)愛知県建築住宅センター	名古屋本部

愛知県名古屋市中区

栄4丁目3番26号	すべての建築物に係る判定	愛知県知事
	令和2年8月6日	愛知県知事委任第2号	(株)建築構造センター	愛知事務所

愛知県名古屋市中区

栄4丁目14番2号	すべての建築物に係る判定	国土交通大臣
	令和2年8月6日	愛知県知事委任第3号	(株)東京建築検査機構	構造判定事業部

東京都中央区日本橋

富沢町10番16号	一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定	国土交通大臣
	令和2年12月11日	愛知県知事委任第4号	(株)確認サービス	本社

愛知県名古屋市中区

栄4丁目3番26号	すべての建築物に係る判定	中部地方整備局長
	令和2年8月18日	愛知県知事委任第5号	(株)グッド・アイズ建築検査機構	新宿本店

東京都新宿区百人町

2丁目16番15号	一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定	国土交通大臣
	横浜事務所

神奈川県横浜市西区

高島2丁目19番12号
	
令和2年8月6日

	愛知県知事委任第6号	(一財)日本建築センター	本部

東京都千代田区神田

錦町1丁目9番地	一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定	国土交通大臣
	大阪事務所

大阪府大阪市中央区

南本町1丁目7番15号
	令和2年9月9日	愛知県知事委任第7号	(一財)ベターリビング	本部

東京都千代田区富士見

2丁目7番2号	一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定	国土交通大臣
	名古屋事務所

愛知県名古屋市中区

栄4丁目3番26号	すべての建築物に係る判定
	令和2年9月9日	愛知県知事委任第9号	(一財)住宅金融普及協会	(一財)住宅金融普及協会

東京都文京区関口

1丁目24番2号

関口町ビル	一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定	国土交通大臣
	令和2年9月28日	愛知県知事委任第10号	(一財)日本建築総合試験所	(一財)日本建築総合試験所

構造判定センター

大阪府大阪市中央区

内本町2丁目4番7号	一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定	国土交通大臣



※指定構造計算適合性判定機関として愛知県知事の指定又は委任を希望する場合は、建築物安全安心グループ(電話:052-954-6587)までお問い合わせください。


 


ルート2審査を行う指定確認検査機関　(2023年4月3日時点)


ルート2審査(法第6条の3第1項ただし書の規定に基づく審査)を行う指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)は以下の通りです。

ルート2審査対応機関に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。




■指定確認審査機関(愛知県内を業務区域とするもので、愛知県内に事務所があるもの)

　詳細は、各機関のHPをご確認ください。


 	機関の名称	ルート2審査	問い合わせ窓口	電話番号
	(一財)愛知県建築住宅センター	○	名古屋・豊橋・岡崎・一宮事務所	052-264-4055
	(株)名古屋建築確認・検査システム	○	本社	052-229-1080
	(株)愛知建築センター	○	本社	0566-91-8005
	(株)確認検査愛知	-	-	0561-85-6337
	(株)CI東海	○	第四審査グループ	052-321-2001
	(株)確認サービス	○	業務本部	052-238-7743
	日本ERI(株)	○	名古屋支店	052-589-8771
	(株)西日本住宅評価センター	○	名古屋支店	052-218-8852
	ビューローベリタスジャパン(株)	○	建築確認審査部	052-238-6363



 












	このページに関する問合せ先


	
		建築指導課建築物安全安心グループ（4階）

		〒460-0001名古屋市中区三の丸3-2-1　愛知県東大手庁舎

		Tel：052-954-6587
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			法人番号1000020230006

			〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

			Tel： 052-961-2111（代表）

		

		
			開庁時間：午前8時45分から午後5時30分

（土曜・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く）

※開庁時間の異なる組織、施設があります。
		

	

	
			県機関への連絡先一覧
	県庁へのアクセス


	

	Copyright Aichi Prefecture. All Rights Reserved.




		

		

	

	









